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長門市立小中学校適正規模・適正配置審議会設置条例 

 

１ 趣旨 

少子化により本市小中学校の小規模化が進んでいる状況を受け、子どもたち

の教育環境を将来にわたり保障するため、市内小中学校の今後のあり方及び適

正規模・適正配置について、学識経験者や保護者、地域住民等から広く意見を

聴取し、議論することを目的とした「適正規模・適正配置審議会」を設置する

ため、必要な事項を定めるもの。 

 

２ 概要 

（１）設置（第１条関係） 

地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に基づ

き、教育委員会の「附属機関」として審議会を設置する。 

（２）所掌事務（第２条関係） 

審議会は、教育委員会の諮問に応じ、以下の事項について、調査審議し、

答申する。 

① 小中学校のあり方にかかる基本方針に関すること。 

② ①の方針に基づく小中学校の適正規模及び適正配置に関すること。 

③ その他、教育委員会が必要と認める事項 

（３）審議会の組織等（第３条から第７条関係） 

・委員 15名以内で組織する。 

① 学識経験を有する者（1～2名） 

② 未就学児又は小中学校の児童若しくは生徒の保護者を代表する者（4～5名） 

③ 小中学校の教職員を代表する者（2名） 

④ 自治会その他地域住民の組織を代表する者（3～4名） 

⑤ その他教育委員会が必要と認める者（若干名） 

・任期は答申の日までとする。 

令和 8年 12月を予定 

・審議会には会長及び副会長を置き、会長が会議を招集する。 

（４）庶務等（第８条から第９条関係） 

教育委員会事務局を所管とし、審議会の運営事項に関し、必要な事項は教

育委員会が別に定める。 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日 
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長門市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正の趣旨 

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 47号）の

施行に伴い児童手当法（昭和 46 年法律第 73 号）が改正され、児童手当の特

例給付が廃止されたが、児童手当関係情報については、過去に遡って情報照会

を行うことがあるため、特例給付の廃止後も引き続き情報照会が行えるよう、

所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

別表第２の１の項中「特例給付」を「子ども・子育て支援法等の一部を改正

する法律（令和６年法律第 47 号）附則第 13 条第１項の規定によりなお従前

の例によることとされた同法第 12条の規定による改正前の児童手当法附則第

２条第１項の給付」に改める。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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長門市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正の趣旨 

長門市障害者自立支援協議会委員の報酬及び費用弁償は、これまで長門市報

酬及び費用弁償条例別表中その他の非常勤職員を準用してきたが、同協議会は

本市の附属機関に該当することから、同表に掲げる他の附属機関委員との整合

を図るため、所要の改正を行うもの。 

また、保育園嘱託医報酬等について、学校医等の報酬額との均衡を図るため、

所要の改正を行うもの。 

加えて、長門市地域交流プラザ条例制定に伴い、交流プラザ運営協議会委員

の報酬及び費用弁償を定めるため、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

別表（第２条、第５条関係）を次のように改正する。 

（１）障害者自立支援協議会委員の項を加える。 

ア 報酬 日額 5,000円 

イ 費用弁償 一般職の職務にある者の旅費相当額 

 

（２）保育園嘱託医、保育園歯科医、幼稚園嘱託医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬

剤師の報酬額を学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の報酬額と同等に改め

る。 

 

（３）公民館運営審議会委員を交流プラザ運営協議会委員に改め、三隅農業者ト

レーニングセンター運営協議会委員及び日置農村環境改善センター運営委

員会委員の項を削る。 

ア 報酬 日額 5,000円 

イ 費用弁償 一般職の職務にある者の旅費相当額 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日 
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長門市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

 

 

１ 改正の趣旨 

国家公務員の給与に関する人事院勧告（令和６年８月８日付け）等を踏まえ、

一般職の職員の給与について所要の改正をするもの。 

 

２ 改正の内容 

（１）給料表の切替えについて（別表第１） 

令和７年４月１日から、給料表の３級以上で、各級の初号付近の号給を削

除等し、各級の初号の給料月額を引き上げるなど、新給料表に切替える。 

※切替前後の給料月額に変更が生じないよう「附則別表」を定める。 

 

（２）その他諸手当の見直しについて 

ア 扶養手当（第９条関係） 

配偶者の働き方に中立な制度に向かう社会状況の変化に対応し、子を

有する職員に対する生計費の補填を充実させる目的で、配偶者に係る手

当を段階的に廃止し、子に係る手当を引上げるよう勧告があったことか

ら国に準じて改正する。 

扶養親族 現行 令和 7 年度 令和 8 年度 

配偶者 6,500 円 3,000 円 廃止 

子 10,000 円 11,500 円 13,000 円 

 

イ 通勤手当（第 10 条の６関係） 

通勤手当の手当額の支給限度額を 15 万円に引上げ、新幹線等の特別料

金も支給限度額の範囲内で全額支給可能とするよう勧告があり、また、採

用時から新幹線等に係る通勤手当や単身赴任手当の支給を可能とし、育児､

介護等の事情により転居した職員にも新幹線等に係る通勤手当の支給を

可能とするよう勧告があったことから国に準じて改正する。 

現行 在来線運賃相当額（上限 5.5 千円）  
   

改正後 在来線運賃相当額＋新幹線特急料金相当額（上限 150 千円） 

 

ウ 管理職手当（第 18 条関係） 

業務負担が増加している管理・監督職員の職責に見合う額の支給が可

能となるよう支給上限額の範囲を引き上げる。 
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エ 管理職員特別勤務手当（第 18 条の２関係） 

勤務実態に応じた適切な処遇を確保する目的で、平日深夜に係る支給対

象時間帯を拡大するよう勧告があったことから国に準じて改正する。 

支給対象 現行 見直し後 

時間 午前 0 時～午前 5 時 午後 10 時～午前 5 時 

 

オ 再任用職員の住居手当（第 23 条の３及び附則第５項関係） 

定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に住居手当を新たに

支給するよう勧告があったことから国に準じて改正する。 

※手当の支給要件及び支給額等は一般の職員と同様。 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日 
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長門市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正の趣旨 

救助活動等に対する手当について、国家公務員においては人事院規則９－

30（特殊勤務手当）（昭和 35年人事院規則９－30）第 19条の規定により異常

な自然現象や大規模な事故により重大な災害が発生した場所における救助活

動等に対して災害応急作業等手当が支給されており、警察職員にも、各団体の

条例に基づき特殊勤務手当として同種の手当が支給されているところ。 

一方で、緊急消防援助隊として出動した消防職員に対する特殊勤務手当は、

消防本部によって支給状況が様々であることから、類似の活動に従事している

国家公務員や警察職員との待遇面での均衡を図るとともに、緊急消防援助隊は

他の地方公共団体に属する職員とともに部隊を構成する性格を考慮し、緊急消

防援助隊として出動した場合の手当の支給について、適切に対応するよう総務

省消防庁から通知があり、新たに緊急消防援助隊として出動した場合を要件に

支給する手当の創設をするため、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

消防業務従事手当に、緊急消防援助隊として災害が発生した市町村に出動し、

消防の応援等に従事した職員（１日につき 2,160円）を追加するもの（第２条

関係）。 

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日 

 

４ その他 

  手当の財源は、緊急消防援助隊が消防庁長官の「指示」を受けて出動した場

合は国庫負担となり、「求め」に応じて出動した場合は全国市町村振興協会の

交付金等により負担される。 
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長門市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正の趣旨 

国家公務員等の旅費の支給に関する法律（昭和 25年法律第 114号）等が改

正され、令和７年４月１日に施行されることに伴い、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

（１）支給対象者の追加（第２条関係） 

支給対象者に「旅行役務提供者」を加え、旅費相当額の支払いを可能と

することで、旅行代理店等を通じて出張を手配する際の旅行者の負担軽減

を図る。 

 

（２）旅費種目及び支給方法等の見直し 

①鉄道賃（第 11条関係） 

・鉄道に加え、軌道を利用する場合の費用（実費）も鉄道賃として支給。 

・座席指定料金は、これまでと同様に 200キロメートル以上の場合に限 

り支給。 

②船賃、航空賃（第 12条、第 13条関係） 

・利用する場合の費用（実費）を支給。※変更なし。 

③その他の交通費（旧車賃）（第 14条関係） 

・鉄道以外の陸路（バス等）で旅行する場合の費用（実費）を支給。 

・自家用自動車を利用する場合は、これまでと同様に１キロメートルあ 

たり 30円の定額を支給。 

④宿泊費（旧宿泊料）（第 15条関係） 

・旅行中の夜数に応じて定額から実費（上限あり）に変更。 

※実費の上限額については、国家公務員等の旅費支給規程（昭和 25 年大

蔵省令第 45号）別表第２の宿泊費基準額を適用する。 

≪宿泊費基準額抜粋≫ 

区分 東京都 大阪府 広島県 山口県 福岡県 

特別職 27,000円 18,000円 18,000円 11,000円 25,000円 

一般職 19,000円 13,000円 13,000円 8,000円 18,000円 

⑤包括宿泊費（新設）（第 16条関係） 

・交通費と宿泊費がセットになったビジネスパックを利用した場合に実 

費を支給。 
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⑥宿泊手当（新設）（第 17条関係） 

・宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用として定額を支給。 

⑦転居費（旧移転料）（第 18条関係） 

・赴任に伴う住所又は居所の移転を行う場合に、その費用を賄うための 

費用として、定額から実費額の支給に変更。 

・本人が家財の運送に関し、複数の業者から見積りをとり、最も安い業 

者の額とする。 

⑧着後滞在費（旧着後手当）（第 19条関係） 

・赴任の際、新居住地に到着してからの諸雑費として、宿泊費（実費）

と宿泊手当定額の５日分を上限に支給。 

⑨家族移転費（旧扶養親族移転料）（第 20条関係） 

・赴任に伴い住所又は居所を移転する場合に、家族を移転するのに要す

る費用として、交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在

費を支給。 

・同一生計の同居家族であることが条件。 

⑩廃止となるもの 

・日当（昼食代及び交通雑費） 

・食卓料（船泊、機内泊で別途食費が必要な場合） 

 

（３）旅費の適正な支出の確保（第 27条関係） 

旅行者又は旅行役務提供者が、旅費に関する条例又は規則の規定に違反

して旅費の支給又は旅費相当額の支払いを受けた場合に返納させることが

できるよう規定。さらには、旅行者に対し、給与等から当該旅費に相当す

る金額を差し引くことができる旨も規定。 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日 

※転居費、着後滞在費、家族移転費の規定は令和７年６月１日に施行。 

 

４ その他 

日当が廃止となったことから、日当の支給について規定があった、長門市

報酬及び費用弁償条例（平成 17 年長門市条例第 45 号）及び長門市実費弁償

条例（平成 17年長門市条例第 46号）を附則で一部改正する。 
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長門市職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正の趣旨 

雇用保険法等の一部を改正する法律（令和６年法律第 26号）の公布に伴い、

国家公務員退職手当法（昭和 28年法律第 182号）が改正され、令和７年４月

１日施行予定とされている。地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）におい

ては、国家公務員の措置との権衡を踏まえることが求められていることから、

本市においても国家公務員の措置に準じ、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

（１）就業促進手当の所要の見直し（第10条関係） 

・就業手当が廃止されることに伴い、就業促進手当に関する引用を改正す

るもの。 

（２）暫定措置の延長（第10条関係） 

・雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例及び地域延長給付

の暫定措置を令和８年度末まで継続するもの。 

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日 
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長門市証明等手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正の趣旨 

本年４月１日から山口県において運用開始予定の宅地造成及び特定盛土等

規制法（通称「盛土規制法」）に関する事務の一部が県から市に権限移譲され

ることに伴い、本法律に基づく許可工事の中間検査に係る事務を実施する際の

手数料を新たに定めるため、並びに、脱炭素社会の実現に資するための建築物

のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律（令和４年

法律第 69号）により改正された建築基準法及び建築物省エネ法が全面施行（令

和７年４月１日）されることに伴う改正等の内容に対応した手数料を定めるた

め、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

（１）別表（第２条関係）（その３）に盛土規制法に関する工事に係る中間検査

申請手数料を追加 

ア 対象工事 都市計画法に基づく開発許可を受けて行われる宅地造成工

事又は特定盛土等に関する工事で、工事面積が 3,000 ㎡以上 10,000 ㎡未

満のもの 

イ 手 数 料 中間検査の申請１件につき 5,200円 

（２）別表（第２条関係）（その４）のうち、以下の部分を改正する。 

ア 建築物等の確認に関する事務の金額改定 

イ 建築物等の完了検査に関する事務の金額改定 

ウ 建築物等の中間検査に関する事務の金額改定 

エ 建築物等の仮使用に係る認定に関する事務の追加 

オ 建築物等の許可に関する事務の金額改定 

カ 建築物等の認定に関する事務の金額改定 

キ 低炭素建築物新築等計画の認定等に関する事務の金額改定 

ク 建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関する事務の追加 

ケ 建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に関する事務の金額改定 

コ 建築物エネルギー消費性能向上計画等の認定に関する事務のうち「建築

物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料」を削除 

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日 
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長門市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正の趣旨 

本条例で定めている放課後児童支援員の資格要件に関し、附則にて当該資格

要件の緩和として設けていた経過措置が令和７年３月 31日で満了することと

なるが、引き続き放課後児童支援員の安定的な確保に資するよう所要の改正を

行うもの。 

 

２ 改正の内容 

（１）第７条 

「相談援助業務」を「児童福祉事業」に改める。 

（２）第 10条第３項各号列記以外 

「都道府県知事」の次に「又は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第

252 条の 19 第１項の指定都市若しくは同法第 252 条の 22 第１項の中核市

の長」を、「研修を修了したもの」の次に「（放課後児童支援員としての業務

に従事することとなった日から起算して２年を経過する日までに修了する

ことを予定している者を含む。）」を加える。 

（３）第 10条第３項第３号 

「相談援助業務」を「児童福祉事業」に改める。 

（４）第 10条第３項第５号 

「卒業した者」の次に「（当該学科又は当該課程を修めて同法の規定によ

る専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）」を加える。 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日 
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長門市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正の趣旨 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律 

の整備に関する法律（令和６年法律第 53号。以下「第 14次地方分権一括法」 

という。）の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（厚生労働省 

令第 164号）が公布されたことに伴い、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

第 14次地方分権一括法による栄養士法（昭和 22年法律第 245 号）の改正 

により、管理栄養士養成施設の卒業生は、栄養士でなくとも、管理栄養士国家

試験を受けることができるとされたことに伴い、栄養士を対象とする規定につ

いて、栄養士でない管理栄養士も対象となるよう所要の改正が行われたことか

ら本条例の関係条文（第 151条）の一部を改正する。 

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日 
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長門市立学校条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正の趣旨 

保護者等と協議を重ねてきた通小学校及び神田小学校について、令和８年

４月１日にそれぞれ仙崎小学校及び日置小学校に統合することで合意に至っ

たことから、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

別表長門市立通小学校の項及び長門市立神田小学校の項を削る。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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長門市水道給水条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正の趣旨 

水道整備・管理行政に携わる職員数の減少に伴い布設工事監督者や水道技術

管理者の確保が困難となっていることから、水道法施行令及び水道法施行規則

の改正により令和７年４月１日から布設工事監督者並びに水道技術管理者の

資格が緩和されるため、所要の改正を行うもの。 

 

２ 改正内容 

  学歴及び学科要件における過程の追加や、技術上の実務経験年数の見直し

等を行うもの。 

 

３ 参考法令 

（１）布設工事監督者（水道法第 12条第 1項） 

水道事業者は、水道の布設工事（当該水道事業者が地方公共団体である場

合にあっては、当該地方公共団体の条例で定める水道の布設工事に限る。）

を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、

又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせ

なければならない。 

（２）水道技術管理者（水道法第 19条第 1項） 

   水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道

技術管理者一人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者とな

ることを妨げない。 

 

４ 施行期日 

  令和７年４月１日 

 



議案第 27号 参考資料 
 

21 

 

長門市消防機関設置条例の一部を改正する条例 

 

 

１ 改正の趣旨 

長門市西消防署の老朽化による建替え及び機能移転に伴い、所要の改正を行

うもの。 

 

２ 改正の内容 

長門市西消防署建替え及び機能移転に伴う所在地番の変更（第４条関係） 

 

【改正前】長門市油谷河原 1056番３ 

【改正後】長門市油谷河原 566番地７ 

 

３ 施行期日 

  この条例は、公布の日から起算して２月を超えない範囲内において規則で

定める日から施行する。 
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長門市草地条例を廃止する条例 

 

 

１ 廃止の趣旨 

 長門市草地条例は、肉用牛の飼育のための粗飼料の生産を行い、もって畜産

の振興を図るために、草地の設置、及びその利用に関して定めたもの。 

 長門市畜産振興計画に基づく畜産団地の整備に伴い事業の用に供する市有

草地、及び、利用のない市有草地について、用途を廃するために条例を廃止し

ようとするもの。 

 

２ 施行期日 

公布の日から施行する。 
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市道路線の廃止について 

 

１ 路線名及び起終点 

路線名 
廃止路線 

摘要 
起点 終点 

漁港南 1号線 仙崎字漁港南 4297番 1地先 仙崎字漁港南 4297番 2地先  

漁港南 2号線 仙崎字漁港南 4297番 6地先 仙崎字漁港南 4297番 10地先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 路線廃止の概要・理由 

  市道漁港南１号線及び漁港南２号線は、県道と仙崎地区交流拠点施設「セン

ザキッチン」内各施設等とを相互に連絡する道路であり、拠点施設敷地を分断

している状態にある。本件は、これらを道路法の適用を受けない道路とするこ

とで、道路空間や道路用地を柔軟かつ効果的に利用しやすくし、交流拠点施設

全体の機能向上につなげていくために行うもの。 

 

 

路 線 図 

一般県道仙崎停車場小浜線 

主要県道仙崎港線 漁港南２号線（L=85.0m） 

漁港南１号線（L=191.5m） 

仙崎地区交流拠点施設 

ｾﾝｻﾞｷｯﾁﾝ 

休憩所・ 
情報発信施設棟 

農林水産物直売所・ 
レストラン棟 

青海島観光汽船 

駐車場 

駐車場 
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山口県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び共同 

処理する事務の構成団体の変更並びにこれに伴う規約の変更について 

 

 

１ 趣旨 

田布施・平生水道企業団の解散に伴い、令和７年３月 31 日限り山口県市町総合

事務組合から田布施・平生水道企業団を脱退させ、並びに令和７年４月１日から、

山口県市町総合事務組合規約（平成 18年指令平 18市町第 815号）第３条第６号

に規定する事務を共同処理する団体に下関市を加え、同条第８号に規定する事務

を共同処理する団体に柳井地域広域水道企業団を加え、及び同条第９号に規定

する事務を共同処理する団体に山口市を加え、並びにこれに伴い同組合規約を以

下のとおり変更することについて地方自治法第 286 条第 1 項の規定により関係地

方公共団体と協議するため、同法第 290 条の規定により、議会の議決を求めるも

の。 

 

２ 改正の内容 

規約別表第１中「、田布施・平生水道企業団」を削る。 

別表第２の６の項中「宇部市」を「下関市（別表第３に規定する非常勤の職

員に限る。）、宇部市」に改め、「、田布施・平生水道企業団」を削り、同表の

８の項中「周南東部環境施設組合」の次に「、柳井地域広域水道企業団（別表

第４に規定する事務に限る。）」を加え、同表の９の項中「萩市」を「山口市、

萩市」に改め、同表の 11の項中「、田布施・平生水道企業団」を削る。 

別表第３中 

「   

 

団体 対象とする非常勤の職員 

宇部市 1 地方公務員法第 22条の 2第 1項に規定する会計年度任用職員 

2 宇部市嘱託職員取扱要綱の規定により任用された嘱託職員 
 

 

  」 

 を 

「   

 

団体 対象とする非常勤の職員 

下関市 地方公務員法第 22条の 2第 1項に規定する会計年度任用職員 

宇部市 1 地方公務員法第 22条の 2第 1項に規定する会計年度任用職員 

2 宇部市嘱託職員取扱要綱の規定により任用された嘱託職員 
 

 

  」 
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に改める。 

別表第３の次に次の１表を加える。 

別表第４ 第３条第８号に規定する事務のうち対象とする事務（第３条関係） 

団体 対象とする事務 

柳井地域広域水道

企業団 

地方公務員法第３章第６節の２に規定する退職管理に関

する事務 

※詳細は、別紙「山口県市町総合事務組合規約新旧対照表」を参照してください。 

 

３ 施行期日 

  令和７年４月１日 
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山口県市町総合事務組合規約 新旧対照表 

新 旧 

  

別表第１ 組合を組織する地方公共団体(第２条

関係) 

山口県内の全市町、周南地区福祉施設組合、

玖珂地方老人福祉施設組合、周東環境衛生組

合、田布施・平生水道企業団、熊南総合事務

組合、周南地区衛生施設組合、柳井地区広域

消防組合、光地区消防組合、岩国地区消防組

合、周南東部環境施設組合、柳井地域広域水

道企業団、山口県市町総合事務組合、山口県

後期高齢者医療広域連合、萩・長門清掃一部

事務組合、宇部・山陽小野田消防組合 

 

別表第２ 組合の共同処理する事務と地方公共

団体（第３条関係） 

共同処理す 
る事務 

共同処理する団体 

１ (略) (略) 

２ (略) (略) 

３ (略) (略) 

４ (略) (略) 

５ (略) (略) 

 下関市（別表第３に規定する非

常勤の職員に限る。)、宇部市

(別表第 3 に規定する非常勤の職

員に限る。)、山口市(別表第 3

に規定する非常勤の職員に限

る。)、防府市、下松市、岩国

市、光市、長門市、柳井市、美

祢市、周南市、山陽小野田市(別

表第 3 に規定する非常勤の職員

に限る。)、周防大島町、和木

町、上関町、田布施町、平生

町、阿武町、周南地区福祉施設

組合、玖珂地方老人福祉施設組

合、周東環境衛生組合、田布

施・平生水道企業団、熊南総合

事務組合、周南地区衛生施設組

合、柳井地区広域消防組合、光

地区消防組合、岩国地区消防組

合、周南東部環境施設組合、柳

井地域広域水道企業団、山口県

市町総合事務組合、山口県後期

 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 第３条
第６号に
規定する
事務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第１ 組合を組織する地方公共団体(第２条

関係) 

山口県内の全市町、周南地区福祉施設組合、

玖珂地方老人福祉施設組合、周東環境衛生組

合、田布施・平生水道企業団、熊南総合事務

組合、周南地区衛生施設組合、柳井地区広域

消防組合、光地区消防組合、岩国地区消防組

合、周南東部環境施設組合、柳井地域広域水

道企業団、山口県市町総合事務組合、山口県

後期高齢者医療広域連合、萩・長門清掃一部

事務組合、宇部・山陽小野田消防組合 

 

別表第２ 組合の共同処理する事務と地方公共

団体（第３条関係） 

共同処理す
る事務 

共同処理する団体 

１ (略) (略) 

２ (略) (略) 

３ (略) (略) 

４ (略) (略) 

５ (略) (略) 

 下関市（別表第３に規定する非

常勤の職員に限る。)、宇部市

(別表第 3 に規定する非常勤の

職員に限る。)、山口市(別表第

3 に規定する非常勤の職員に限

る。)、防府市、下松市、岩国

市、光市、長門市、柳井市、美

祢市、周南市、山陽小野田市

(別表第 3 に規定する非常勤の

職員に限る。)、周防大島町、

和木町、上関町、田布施町、平

生町、阿武町、周南地区福祉施

設組合、玖珂地方老人福祉施設

組合、周東環境衛生組合、田布

施・平生水道企業団、熊南総合

事務組合、周南地区衛生施設組

合、柳井地区広域消防組合、光

地区消防組合、岩国地区消防組

合、周南東部環境施設組合、柳

井地域広域水道企業団、山口県

市町総合事務組合、山口県後期

 
 
 
 
 
 
 
 
 
６  第３条
第６号に
規定する
事務 
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 高齢者医療広域連合  

７ (略) (略) 

８ 第３条
第８号に
規定する
事務 

宇部市、萩市、下松市、光市、

長門市、柳井市、美祢市、山陽

小野田市、周防大島町、和木

町、上関町、田布施町、平生

町、阿武町、周南地区福祉施設

組合、玖珂地方老人福祉施設組

合、周東環境衛生組合、熊南総

合事務組合、周南地区衛生施設

組合、柳井地区広域消防組合、

光地区消防組合、周南東部環境

施設組合、柳井地域広域水道企

業団（別表第４に規定する事務

に限る。）、山口県市町総合事務

組合、山口県後期高齢者医療広

域連合、萩・長門清掃一部事務

組合、宇部・山陽小野田消防組

合 

９ 第３条
第９号に
規定する
事務 

山口市、萩市、下松市、光市、

長門市、柳井市、美祢市、周南

市、山陽小野田市、周防大島

町、和木町、上関町、田布施

町、平生町、阿武町 

10 (略) (略) 

11  第３
条第 11
号に規定
する事務 

山口県内の全市町、周南地区福

祉施設組合、玖珂地方老人福祉

施設組合、周東環境衛生組合、

田布施・平生水道企業団、熊南

総合事務組合、周南地区衛生施

設組合、柳井地区広域消防組

合、光地区消防組合、岩国地区

消防組合、周南東部環境施設組

合、柳井地域広域水道企業団、

山口県市町総合事務組合、萩・

長門清掃一部事務組合、宇部・

山陽小野田消防組合 

 

別表第３ 第３条第６号に規定する事務の対象

とする非常勤の職員(第３条関係) 

団 体 対象とする非常勤の職員 

下関市 地方公務員法第 22 条の 2 第 1

項に規定する会計年度任用職

員 

 高齢者医療広域連合  

７ (略) (略) 

８ 第３条
第８号に
規定する
事務 

宇部市、萩市、下松市、光市、

長門市、柳井市、美祢市、山陽

小野田市、周防大島町、和木

町、上関町、田布施町、平生

町、阿武町、周南地区福祉施設

組合、玖珂地方老人福祉施設組

合、周東環境衛生組合、熊南総

合事務組合、周南地区衛生施設

組合、柳井地区広域消防組合、

光地区消防組合、周南東部環境

施設組合、柳井地域広域水道企

業団（別表第４に規定する事務

に限る。）、山口県市町総合事務

組合、山口県後期高齢者医療広

域連合、萩・長門清掃一部事務

組合、宇部・山陽小野田消防組

合 

９ 第３条
第９号に
規定する
事務 

山口市、萩市、下松市、光市、

長門市、柳井市、美祢市、周南

市、山陽小野田市、周防大島

町、和木町、上関町、田布施

町、平生町、阿武町 

10 (略) (略) 

11  第３
条第 11
号に規定
する事務 

山口県内の全市町、周南地区福

祉施設組合、玖珂地方老人福祉

施設組合、周東環境衛生組合、

田布施・平生水道企業団、熊南

総合事務組合、周南地区衛生施

設組合、柳井地区広域消防組

合、光地区消防組合、岩国地区

消防組合、周南東部環境施設組

合、柳井地域広域水道企業団、

山口県市町総合事務組合、萩・

長門清掃一部事務組合、宇部・

山陽小野田消防組合 

 

別表第３ 第３条第６号に規定する事務の対象

とする非常勤の職員(第３条関係) 

団 体 対象とする非常勤の職員 

 (新設) 
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宇部市 1 地方公務員法第 22条の 2

第 1項に規定する会計年度

任用職員 

2 宇部市嘱託職員取扱要綱の

規定により任用された嘱託

職員 

山口市 地方公務員法第 22条の 2第 1

項に規定する会計年度任用職

員 

山陽小野

田市 

地方公務員法第 22条の 2第 1

項に規定する会計年度任用職

員 

 

別表第４ 第３条第８号に規定する事務のうち

対象とする事務(第３条関係) 

団 体 対象とする事務 

柳井地域

広域水道

企業団 

地方公務員法第 3章第 6節の 2

に規定する退職管理に関する

事務 
 

宇部市 1 地方公務員法第 22条の 2

第 1項に規定する会計年度

任用職員 

2 宇部市嘱託職員取扱要綱の

規定により任用された嘱託

職員 

山口市 地方公務員法第 22条の 2第 1

項に規定する会計年度任用職

員 

山陽小野

田市 

地方公務員法第 22条の 2第 1

項に規定する会計年度任用職

員 

 

 (新設) 
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人権擁護委員候補者の推薦について 

 

１ 設置の趣旨等 

人権擁護委員は、「人権擁護委員法」に基づいて、国民の基本的人権を擁護

し、自由人権思想の普及高揚を図ることを目的とし、各市町村に配置されるも

の。選任にあたっては、市長が市議会の意見を聞いた上で候補者を法務大臣に

推薦し、法務大臣が委員を委嘱する。 

 

２ 提案の理由 

本市の人権擁護委員である深水
ふかみず

一男
か ず お

氏、中原
なかはら

康
やす

博
ひろ

氏、早川
はやかわ

和子
か ず こ

氏、入江佳
いりえよし

江
え

氏の任期が令和７年６月 30日付けをもって満了することに伴い、後任の委員

候補者を推薦することについて市議会の意見を求めるもの。 

 

３ 候補者の氏名・住所・略歴等 

（１）議案第 31号 

住  所             

氏  名 倉本 優善（くらもと ゆうぜん） 

生年月日            

略  歴  

                            

新任・再任の別 新任 

 

（２）議案第 32号 

住  所              

 氏  名 緒方 栄作（おがた えいさく） 

生年月日            

略  歴 

                        

                        

新任・再任の別 新任 

 

 

 

（個人情報保護のため、一部マスキングしています。） 
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（３）議案第 33号 

住  所              

 氏  名 石本 徹（いしもと とおる） 

生年月日            

略  歴  

                               

                               

新任・再任の別 新任 

 

（４）議案第 34号 

住  所                

 氏  名 入江 佳江（いりえ よしえ） 

生年月日            

略  歴  

                             

                       

                           

新任・再任の別 再任 

 

４ 委員の任期 

   令和７年７月１日から令和 10年６月 30日（３年間） 

 

 

 

（個人情報保護のため、一部マスキングしています。） 
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長門市教育委員会教育長の任命について 

 

 

１ 提案の理由 

   伊藤充哉教育委員会教育長の任期が令和７年３月 31 日に満了となるが、

引き続き伊藤充哉氏を教育長に任命したく、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第４条第１項の規定により、市議

会の同意を求めるもの。 

 

 

２ 候補者の氏名・住所 

  氏 名 伊藤 充哉（いとう みつや） 

  住 所              

 

 

３ 候補者の略歴 

平成 27年４月 長門市教育委員会学校教育課 主幹 

平成 28年４月 下関市立勝山小学校 校長 

平成 30年４月 長門市教育委員会学校教育課 課長 

令和３年４月 長門市教育委員会 教育長 

 

 

４ 候補者の任期 

  令和７年４月１日から令和 10年３月 31日（３年間） 

 

 

 

（個人情報保護のため、一部マスキングしています。） 
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長門市教育委員会委員の任命について 

 

 

１ 提案の理由 

   阿波ひろみ教育委員会委員の任期が令和７年５月 18 日に満了となるが、

引き続き阿波ひろみ氏を委員に任命したく、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第４条第２項の規定により、市議

会の同意を求めるもの。 

   

   

２ 候補者の氏名・住所 

  氏名 阿波 ひろみ（あわ ひろみ） 

  住所              

   

   

３ 候補者の略歴 

               

               

             

        

                      

            

  

   

４ 候補者の委員任期 

  令和７年５月 19日から令和 11年５月 18日（４年間） 

  

 

 

 

（個人情報保護のため、一部マスキングしています。） 

 


